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一
　
は
じ
め
に

　
国
際
的
な
貿
易
・
投
資
活（
1
）動に
お
い
て
は
、
世
界
貿
易
機
関
（W

orld Trade O
rganization

、
以
下
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
や
そ
の
前
身
の
、
関
税
及

び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（G

eneral Agreem
ent on Tariffs and Trade

、
以
下
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
に
お
け
る
取
り
決
め
等
を
通
じ
て
自
由
貿
易

が
推
進
さ
れ
、「
自
由
で
公
正
な
貿
易
」（Free and Fair Trade

）
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
目
的
は
、「
生

活
水
準
の
向
上
、
完
全
雇
用
の
確
保
、
高
水
準
の
実
質
所
得
及
び
有
効
需
要
の
着
実
な
増
加
、
資
源
の
完
全
利
用
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス

の
生
産
及
び
貿
易
の
拡（
2
）大」
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
基
本
原
則
は
、
貿
易
障
壁
の
軽
減
と
無
差
別
原
則
で
あ
り
、　 

最
恵
国
待
遇
原
則
、

　 

内
国
民
待
遇
原
則
、　 

数
量
制
限
の
一
般
的
廃
止
の
原
則
、
及
び
　 

合
法
的
な
国
際
産
業
保
護
手
段
と
し
て
の
関
税
、
の
基
本
原
則

に
示
さ
れ
る
。

　
貿
易
・
投
資
に
資
す
る
ル
ー
ル
等
を
評
す
る
際
に
公
正
（Fair

）
と
い
う
言
葉
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
経
済
連
携
協

定（
3
）に

関
し
て
も
同
様
で
あ（
4
）る。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
二
四
条
及
び
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
に
よ
り
加
盟
国
が
一
定
の
条
件
を
満
た

す
場
合
に
は
関
税
同
盟
や
自
由
貿
易
地
域
の
設
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
経
済
連
携
協
定
に
お
い
て
は
交
渉
参
加
国
間
で
独

自
に
交
渉
・
締
結
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉
ラ
ウ
ン
ド
の
停
滞
等
を
背
景
に
、
締
結
済
み
の
経
済
連
携
協
定
は
増
加
し
て
い
る
。
経

済
連
携
協
定
の
交
渉
で
目
指
さ
れ
る
目
標
や
大
枠
合
意
ま
た
は
締
結
後
の
評
価
等
に
お
い
て
も
、
公
正
と
い
う
文
言
が
多
用
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
わ
が
国
が
二
〇
一
八
年
七
月
に
署
名
し
た
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
い
て
も
、
ユ
ン
ケ
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
は
、
同
協
定
が

将
来
の
自
由
で
公
正
な
貿
易
（the future of free and fair trade

）
に
資
す
る
旨
を
示
唆
す
る
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し（
5
）た。
日
本
政
府
も
同
様

の
見
解
で
あ
り
、「
自
由
で
公
正
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
、
二
一
世
紀
の
経
済
秩
序
の
モ
デ（
6
）ル」
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
八
月

に
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ
た
日
米
貿
易
協
議
は
、
当
初
は
「
自
由
で
公
正
か
つ
相
互
的
な
貿
易
取
引
の
た
め
の
協
議
」（FFR

：talks 

一）

二）

三）

四）
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for free, fair and reciprocal trade deals

）
と
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
と
と
も
に
、
日
米
物
品
貿
易
協
定
の
交
渉
入
り
を
表
明
し
た
二
〇
一

八
年
九
月
の
日
米
共
同
声
明
に
お
い
て
も
、
安
倍
首
相
か
ら
は
、「
自
由
で
公
正
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
貿
易
の
重
要
性
」
が
強
調
さ
れ（
7
）た。

　
こ
の
公
正
に
つ
い
て
、
何
を
も
っ
て
公
正
と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
多
義
的
及
び
主
観
的
た
る
も
の
で
あ
り
、
貿

易
・
投
資
の
分
野
に
お
け
る
公
正
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
経
済
産
業
省
が
毎
年
発
行
す
る
「
不
公
正
貿
易
報
告

書
」
に
お
い
て
は
「
ま
ず
ル
ー
ル
の
定
立
を
期
し
、
国
際
ル
ー
ル
な
し
に
公
正
・
不
公
正
を
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
「
ル
ー
ル
志

向
」
こ
そ
が
、
本
報
告
書
が
提
示
し
続
け
て
き
た
「
公
正
性
」
で
あ
り
、
我
々
の
依
拠
す
べ
き
原
理
原
則
（princip （
8
）

le

）」
と
さ
れ
、
前
述

の
首
脳
発
言
等
が
ル
ー
ル
そ
の
も
の
を
評
し
て
い
る
の
に
対
し
て
異
な
る
観
点
か
ら
公
正
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
ト
ラ
ン
プ
米

国
大
統
領
が
指
す
「
公
正
」
は
保
護
主
義
に
導
か
れ
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
等
の
国
際
的
枠
組
み
で
目
指
さ
れ
て
き
た
内
容
と
も
異
な
る
。

何
を
公
正
性
の
判
断
基
準
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
何
を
対
象
と
し
て
公
正
性
を
判
断
す
る
か
、
等
に
つ
い
て
は
多
様
な
解
釈
が
存
在
し
て

い
る
状
況
で
あ
る
。

　
貿
易
・
投
資
の
分
野
に
お
い
て
公
正
性
を
検
討
す
る
際
の
多
義
性
や
対
象
の
違
い
等
を
前
提
と
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
主
に
、
経
済

連
携
協
定
の
投
資
に
か
か
る
規
定
及
び
投
資
協
定
等
の
投
資
関
連
協
定
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
（fair and 

equitable treatm
ent

）」（
以
下
、
公
正
衡
平
待
遇
）
規
定
の
分
析
に
よ
り
、
貿
易
・
投
資
の
分
野
に
お
け
る
公
正
性
に
つ
い
て
一
つ
の
考
察

を
試
み
た
い
。
公
正
衡
平
待
遇
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
観
点
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
待
遇
に
資
す
る
分
析

の
対
象
は
、
例
え
ば
、
個
別
の
協
定
に
お
け
る
当
該
義
務
の
解
釈
、
個
別
の
仲
裁
事
例
、
公
正
衡
平
待
遇
の
規
定
の
類
型
、
曖
昧
な
規
定

か
ら
の
具
体
的
な
待
遇
の
導
出
、
慣
習
国
際
法
や
国
際
法
と
の
関
係
、
更
に
は
国
家
の
主
権
や
ポ
リ
シ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
の
関
係
等
が
挙
げ

ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
間
接
的
ま
た
は
直
接
的
に
、
貿
易
・
投
資
の
分
野
に
お
け
る
公
正
性
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
際
し
一
定
の
手

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
様
々
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
当
該
待
遇

義
務
違
反
が
争
点
と
な
っ
た
投
資
仲
裁
廷
に
つ
い
て
、
主
に
「
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
」
と
の
関
係
に
基
づ
き
考
察
す
る
こ
と
で
、
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ま
ず
は
同
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
る
公
正
性
の
曖
昧
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
そ
の
試
み
の
た
め
、
主
に
北
米
自
由
貿
易
協
定
（
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
）
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
、
な
ら
び
に
特
に
昨
今
の
公
正
衡
平
待
遇
の
義
務
と
し
て
仲
裁
廷
で
争
点
と
な
る
こ
と
の
多
い
「
正
当
な

期
待
」
を
主
た
る
題
材
と
し
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
曖
昧
な
当
該
待
遇
義
務
に
一
定
の
制
限
を
課
す
た
め
の
交
渉
国
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
こ
と
が
意
味
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
な
お
、
公
正
衡
平
待
遇
は
、
投
資
に
か
か
る
規
定
と
し
て
初
め
て
、
一
九
四
八
年
に
五
三
か
国
に
よ
り
採
択
・
調
印
さ
れ
た
国
際
貿
易

憲
章
（
ハ
バ
ナ
憲
章
）
で
規
定
さ
れ
た
が
、
結
局
は
大
多
数
の
国
が
批
准
し
な
か
っ
た
た
め
に
同
憲
章
は
未
発
効
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の

マ
ル
チ
の
枠
組
み
、
具
体
的
に
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
、
更
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
及
び
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措
置
に
関
す
る
協
定
（Agreem

ent on 

Trade-Related Investm
ent M

easures

）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
公
正
衡
平
待
遇
あ
る
い
は
そ
の
類
似
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿

で
は
分
析
の
対
象
外
で
あ
る
。

二
　
公
正
衡
平
待
遇
と
は

㈠
　
公
正
衡
平
待
遇
と
投
資
仲
裁
廷
判
断
の
関
係
性

　
投
資
関
連
協（
9
）定は
二
〇
一
八
年
一
二
月
末
時
点
で
、
三
三
〇
〇
を
超
え
）
10
（
る
。
特
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
の
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
停
滞
ま
た
は
中
）
11
（
止

等
を
背
景
に
、
投
資
関
連
規
定
を
含
む
経
済
連
携
協
定
の
締
結
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
）
12
（

る
。
ま
た
発
効
済
の
投
資
協
定

も
増
加
す
る
一
方
で
あ
）
13
（
る
。 

　
投
資
関
連
協
定
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
投
資
家
の
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
に
、
投
資
受
入
国
に
対
し
て
公
正
衡
平
待
遇

を
投
資
家
に
与
え
る
義
務
を
課
す
向
き
に
あ
）
14
（
り
、
既
存
の
投
資
関
連
協
定
の
多
く
が
同
義
務
規
定
を
含
）
15
（
む
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
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〇
二
年
一
一
月
に
発
効
し
た
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
経
済
連
携
協
定
以
）
16
（
降
に
締
結
さ
れ
た
投
資
保
護
規
定
を
含
む
全
て
の
投
資
関
連
協
定
に
お

い
て
、
当
該
義
務
は
規
定
さ
れ
て
い
）
17
（

る
。
公
正
衡
平
待
遇
義
務
規
定
は
、
投
資
受
入
国
が
外
国
企
業
の
投
資
財
産
に
対
し
て
一
定
の
待
遇

を
付
与
す
る
こ
と
を
目
）
18
（
的
と
す
る
が
、「
規
定
自
身
か
ら
は
何
を
義
務
づ
け
て
い
る
か
、
そ
の
指
示
内
容
が
明
確
で
な
）
19
（
い
」
も
の
が
多
い
。

ま
た
、
そ
の
規
定
ぶ
り
に
は
幾
つ
か
の
類
型
が
存
在
す
）
20
（
る
が
、
い
ず
れ
も
、
最
恵
国
待
遇
や
内
国
民
待
遇
の
よ
う
な
、
他
の
対
象
と
の
比

較
に
お
い
て
相
対
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
に
維
持
す
べ
き
待
遇
の
水
準
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
）
21
（

る
。

　
加
え
て
、
既
存
の
投
資
関
連
協
定
の
多
く
が
、
投
資
家
対
国
家
の
紛
争
解
決
（
以
下
、
投
資
協
定
仲
裁
）
を
規
定
す
）
22
（
る
。
当
該
規
定
を
含

む
協
定
に
お
い
て
は
、
投
資
家
と
投
資
受
入
国
と
の
間
で
投
資
紛
争
が
発
生
し
た
際
に
は
、
同
規
定
に
基
づ
き
、
投
資
家
が
、
あ
ら
か
じ

め
協
定
で
定
め
ら
れ
た
第
三
者
機
関
が
提
供
す
る
仲
裁
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
解
決
を
図
）
23
（
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
し
て
、
仲
裁
廷
が

投
資
受
入
国
の
協
定
違
反
及
び
投
資
家
の
損
害
を
認
め
た
場
合
に
は
、
投
資
受
入
国
に
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
、
当
該
国
は
そ
れ
に

従
う
義
務
が
あ
る
。
投
資
協
定
仲
裁
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
活
用
さ
れ
始
め
、
二
〇
一
八
年
末
時
点
で
九
四
二
件
の
仲
裁
案
件
が
生

じ
て
い
る）

24
（

が
、
こ
の
う
ち
、
最
も
多
く
の
案
件
に
お
い
て
争
点
と
さ
れ
た
の
が
公
正
衡
平
待
遇
義
務
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

　
小
寺
（
二
〇
〇
六
）
は
、
公
正
衡
平
待
遇
義
務
は
、「
投
資
協
定
仲
裁
に
よ
っ
て
投
資
協
定
の
新
た
な
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
た
典
型

例
）
25
（

」
で
あ
り
、
特
に
日
本
で
は
「
公
正
待
遇
義
務
の
よ
う
な
一
般
条
項
は
、
当
事
国
が
義
務
を
解
釈
す
る
国
際
条
約
で
は
意
味
が
な
い
と

考
え
ら
れ
て
き
）
26
（
た
」
一
方
で
、
仲
裁
廷
等
の
第
三
者
機
関
に
よ
り
待
遇
が
解
釈
さ
れ
る
場
合
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
紛
争
の
解

決
を
目
指
す
仲
裁
廷
等
は
、「
具
体
的
な
内
容
の
規
定
に
よ
っ
て
適
切
に
解
決
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
般
条
項
に
よ
る
処
理
を
目
指
す
。

公
正
待
遇
義
務
は
こ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
）
27
（

た
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
公
正
衡
平
待
遇
が
具
体
的
に
指
す
待
遇
に
つ
い
て
は
、

「
条
文
の
文
言
や
文
脈
、
協
定
の
目
的
、
個
別
具
体
的
な
事
情
等
に
よ
っ
て
決
ま
）
28
（
る
」
た
め
、
公
正
衡
平
待
遇
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
投

資
協
定
仲
裁
に
お
い
て
都
度
検
討
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
曖
昧
な
内
容
の
規
定
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
き
義
務
の
違
反
有
無

の
判
断
を
す
る
か
、
更
に
は
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
待
遇
を
引
き
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
は
公
正
衡
平
待
遇
義
務
を
検
討
す
る
際
の
重
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要
な
問
題
で
あ
り
、
仲
裁
廷
に
お
い
て
も
そ
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

㈡
　
投
資
関
連
協
定
で
規
定
さ
れ
る
公
正
衡
平
待
遇
の
意
義
と
規
定
上
の
義
務
の
曖
昧
性

　
投
資
関
連
協
定
の
主
た
る
目
的
は
外
国
人
の
投
資
財
産
の
保
護
で
あ
）
29
（

り
、
協
定
の
規
定
は
そ
の
保
護
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
協
定
締
結

国
が
負
う
義
務
を
示
す
。
そ
し
て
投
資
関
連
協
定
で
規
定
さ
れ
る
公
正
衡
平
待
遇
も
投
資
財
産
の
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
と
お
り
、
小
寺
（
二
〇
〇
八
）
は
、
仲
裁
廷
等
は
、
個
別
具
体
的
な
内
容
の
義
務
規
定
に
よ
っ
て
投
資
家
対
国
家
の
紛
争
を
解

決
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
際
に
は
一
般
条
項
が
協
定
に
あ
れ
ば
、
一
般
条
項
を
根
拠
に
紛
争
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、

公
正
衡
平
待
遇
の
よ
う
に
「
き
わ
め
て
内
容
が
曖
昧
模
糊
と
し
た
規
）
30
（

定
」
は
、「
本
来
的
に
そ
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
）
31
（

る
」
こ
と
、
ま
た
、
仲
裁
廷
等
は
実
際
に
同
様
の
作
業
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、Picherack

（
二
〇
〇

八
）
は
、
公
正
衡
平
待
遇
は
い
わ
ばCatch-all

の
規
定
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
）
32
（
た
。
更
に
、
協
定
交
渉
当
事
者
と
し
て

も
、
協
定
締
結
に
向
け
て
交
渉
を
妥
結
す
る
た
め
に
も
公
正
衡
平
待
遇
条
項
に
お
い
て
曖
昧
な
内
容
の
ま
ま
投
資
家
の
保
護
に
つ
い
て
規

定
し
て
お
き
、
特
有
の
事
案
が
生
じ
た
場
合
に
は
投
資
協
定
仲
裁
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
て
解
決
す
る
意
図
が
生
じ
て
き
た
可
能
性
は
あ
り
、

ま
た
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
は
曖
昧
性
を
有
す
る
方
が
保
護
の
度
合
い
が
高
ま
り
う
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
協
定
の
一
方
の
締
結
国
の

国
内
情
勢
や
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
に
不
安
定
要
素
が
あ
る
場
合
に
は
、
も
う
一
方
の
協
定
締
結
国
の
意
向
等
に
よ
り
、
意
図
的
に
そ
の
内
容
を

曖
昧
に
し
て
い
る
協
定
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
）
33
（

る
。

　
公
正
衡
平
待
遇
規
定
の
類
型
の
相
違
や
曖
昧
性
、
更
に
は
同
一
の
協
定
に
基
づ
く
仲
裁
廷
毎
の
判
断
の
相
違
等
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の

仲
裁
廷
判
断
の
蓄
積
を
も
っ
て
し
て
も
、
当
該
規
定
に
基
づ
く
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
共
通
解
釈
は
得
ら
れ
て
い
な
）
34
（
い
。
も
っ
と
も
、

仲
裁
廷
に
お
け
る
判
断
の
蓄
積
に
よ
り
、
現
在
に
お
い
て
は
、
一
定
の
解
釈
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
般
的

に
は
、
公
正
衡
平
待
遇
は
、
透
明
性
・
一
貫
性
・
安
定
性
・
予
見
可
能
性
・
信
義
誠
実
を
含
む
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
）
35
（
る
。
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ま
た
、
玉
田
（
二
〇
一
〇
）
の
指
摘
の
よ
う
に
形
式
上
投
資
仲
裁
に
は
「
法
的
拘
束
力
の
あ
る
「
判
例
法
」
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
判

例
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
事
実
上
「
判
例
法
」
を
想
定
し
た
議
論
が
行
わ
れ
）
36
（

て
」
い
る
一
面
が
あ
る
。
他
方
で
、
あ
る
仲
裁
廷
で
示
さ
れ

た
判
断
が
そ
の
後
の
仲
裁
廷
の
判
断
を
必
ず
し
も
縛
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
判
例
を
参
照
に
し
つ
つ
も
、
各
仲
裁
廷
に
お
い
て
公
正

衡
平
待
遇
義
務
の
内
容
は
都
度
検
討
さ
れ
う
る
。
実
際
に
各
仲
裁
廷
の
判
断
に
は
必
ず
し
も
一
貫
性
は
な
く
、
上
述
の
と
お
り
公
正
衡
平

待
遇
が
示
す
具
体
的
な
義
務
・
待
遇
に
資
す
る
曖
昧
性
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。

三 

　
仲
裁
判
断
に
お
け
る
投
資
関
連
協
定
と

　
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
と
の
関
連

㈠
　
北
米
自
由
貿
易
協
定
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
覚
書

　
慣
習
国
際
法
と
の
関
連
を
規
定
す
る
公
正
衡
平
待
遇
義
務
を
含
む
投
資
関
連
協
定
等
に
お
い
て
、
同
協
定
が
紛
争
解
決
手
段
を
含
め
る

場
合
は
当
該
手
続
き
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
仲
裁
廷
に
て
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
検
討
さ
れ
て
き
）
37
（

た
。
多
く
の
投
資
仲
裁
で
検
討

さ
れ
た
の
は
、
投
資
関
連
協
定
と
慣
習
国
際
法
の
関
係
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
投
資
関
連
協
定
と
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
待
遇
と
の
関
係
は
、
双
方
の
関
連
性
を
認
め
る
見
解
と
、
投
資
関
連
協
定
は
独

自
（autonom

ous

）
で
あ
り
関
連
は
な
い
、
と
す
る
見
解
が
あ
）
38
（

り
、
長
ら
く
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
）
39
（

た
。
関
連
性
を
否
定
す
る
見
解
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
を
約
す
る
旨
を
規
定
し
た
協
）
40
（
定
に
つ
い
て
当
該
協
定
の
独
自
性
を
認
め
た
上
で
、「
投

資
協
定
を
結
ん
で
公
正
待
遇
を
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
家
に
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
は
、
外
国
人
処
遇
に
関
す
る
国
際
法
上
の
最
低
基
準

を
上
回
る
待
遇
を
相
手
国
投
資
家
に
与
え
る
た
め
で
あ
）
41
（
る
」
と
み
な
さ
れ
、
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
を
上
回
る
待
遇
が
認
め
ら
れ
る
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場
合
が
あ
る
。
国
際
法
ま
た
は
慣
習
国
際
法
と
の
関
連
を
規
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
単
に
そ
の
関
連
を
規
定
す
る
の
み
で
は
、
慣
習
国

際
法
の
最
低
待
遇
と
同
等
と
み
な
す
こ
と
は
さ
れ
な
）
42
（

い
と
の
判
断
に
因
る
。
そ
の
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
以
下
に
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
を
め
ぐ
る
投
資
仲
裁
判
断
と
そ
の
波
及
に
つ
い
て
記
す
。

　
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
一
九
九
四
年
一
月
発
効
、
米
国
・
メ
キ
シ
コ
・
カ
ナ
ダ
協
定
の
発
効
に
伴
い
失
効
予
）
43
（
定
）
は
、
公
正
衡
平
待
遇
義
務
を
以
下
の

と
お
り
規
定
す
る
。

第
一
一
章

一
一
〇
五
条
：
最
低
基
準
待
遇

一 

　
各
締
約
国
は
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
に
対
し
て
、
公
正
に
し
て
衡
平
な
待
遇
及
び
十
分
な
保
護
と
保
障
を
含
む
、
国
際
法
に
従
っ
た

待
遇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
同
規
定
で
は
国
際
法
と
の
関
連
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
規
定
さ
れ
る
手
続
き
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
仲
裁
（
以
下
、

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
仲
裁
）
に
お
い
て
、
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
基
準
と
の
関
係
が
し
ば
し
ば
問
わ
れ
て
き
た
。Pope and Talbot v. 

カ
ナ

ダ
の
事
）
44
（
案
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
慣
習
国
際
法
を
超
え
る
待
遇
を
有
し
得
る
独
自
の
基
準
を
有
し
、
更
に
は
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準

よ
り
も
高
度
な
保
護
水
準
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
）
45
（
れ
、
最
終
的
に
は
カ
ナ
ダ
政
府
の
当
該
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
た
。

本
事
案
の
他
に
も
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
慣
習
国
際
法
を
超
え
る
待
遇
を
含
む
独
自
の
基
準
を
有
す
る
と
の
見
解
が
複
数
の
仲
裁
廷
か
ら
示
さ

れ
）
46
（

た
。

　
上
記
事
案
他
の
判
決
を
経
て
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
自
由
貿
易
委
員
会
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
一
章
に
つ
い
て
の
覚
書
（N

otes of Interpretation of 

Certain Chapter 11 Provision

）
を
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
に
公
表
し
、
公
正
衡
平
待
遇
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
一
〇
五
条
）
に
つ
い
て
、
次
の
点
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を
述
べ
、
当
該
規
定
の
義
務
は
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
留
ま
る
旨
を
明
示
し
た
。
坂
田
（
二
〇
〇
四
）
に
よ
る
訳
を
引
用
す
）
47
（
る
。

一 
． 
一
一
〇
五
条
一
項
は
、
慣
習
国
際
法
上
、
外
国
人
が
受
け
る
待
遇
の
最
低
標
準
を
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
が
享
受
す
る
待
遇
の
最
低
標

準
と
し
て
、
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二 

．「
公
正
に
し
て
衡
平
な
待
遇
」
及
び
「
十
分
な
保
護
と
保
障
」
の
概
念
は
慣
習
国
際
法
上
、
外
国
人
が
受
け
る
待
遇
の
最
低
標
準
に
何
も
の
か
を

付
加
し
た
り
、
そ
れ
を
超
え
る
何
も
の
か
を
要
求
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三 

．
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
他
の
規
定
の
違
反
が
存
在
す
る
、
ま
た
は
別
の
国
際
条
約
の
違
反
が
存
在
す
る
、
と
い
う
決
定
自
体
は
、
一
一
〇
五
条
の
違
反
が

存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
）
48
（
い
。

　
同
覚
書
は
、
本
協
定
に
お
け
る
公
正
衡
平
待
遇
義
務
は
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
に
留
ま
る
旨
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
独
自
の
規
定
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
自
由
貿
易
委
員
会
は
覚
書
を
示
す
こ
と
に

よ
り
、
同
協
定
は
独
自
（autonom

ous

）
で
は
な
く
、
慣
習
国
際
法
と
連
動
し
て
お
り
、
且
つ
、
そ
れ
が
慣
習
法
上
の
最
低
標
準
に
留
ま

る
こ
と
、
を
示
し
）
49
（
た
。
こ
の
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
覚
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
力
の
有
無
を
含
め
て
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

き
た
が
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
仲
裁
に
お
い
て
同
覚
書
が
拘
束
力
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
事
例
は
多
数
あ
）
50
（

り
、
同
覚
書
の
公
表
後
は
、
公
正
待

遇
が
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
以
上
の
も
の
を
指
す
と
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
）
51
（
る
。
よ
っ
て
、
覚
書
の
発
効
を
も
っ
て
そ
の

後
の
仲
裁
廷
の
判
断
に
一
定
の
制
限
を
課
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
府
（
政
策
当
事
者
）
の
試
み
に
は
効
果
が
あ
っ
た
と
評
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
な
お
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
仲
裁
の
判
例
及
び
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
自
由
貿
易
委
員
会
の
覚
書
を
受
け
て
、
公
正
衡
平
待
遇
を
慣
習
国
際
法
の
最
低
待

遇
に
限
定
す
る
協
定
が
増
え
）
52
（
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
協
定
に
お
い
て
は
、
日
豪
経
済
連
携
協
定
（
二
〇
一
五
年
一
月
発
効
）
等
が
限
定
し
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た
規
定
ぶ
り
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
日
ウ
ル
グ
ア
イ
投
資
協
定
（
二
〇
一
七
年
四
月
発
効
）
で
も
公
正
衡
平
待
遇
を
慣
習
国
際
法
の
最
低

待
遇
に
限
定
し
つ
つ
、
更
に
は
そ
の
協
定
の
義
務
を
「
裁
判
拒
否
の
禁
止
」
や
「
警
察
の
保
護
」
等
に
限
定
し
て
い
）
53
（

る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
仲

裁
に
関
す
る
前
述
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
、
投
資
関
連
協
定
に
お
い
て
そ
の
義
務
を
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
留
め
る
旨
の
内
容
が

明
記
さ
れ
る
場
合
に
は
、
協
定
と
慣
習
国
際
法
の
間
連
が
認
め
ら
れ
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
を
超
え
る
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い

と
さ
れ
る
向
き
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
）
54
（

う
。
ま
た
、
同
様
の
判
断
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
仲
裁
以
外
の
複
数
の
仲
裁
廷
に
よ
っ
て
も
示

さ
れ
て
い
）
55
（
る
。

㈡
　
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
待
遇
の
範
囲
・
内
容

　
他
方
で
、
投
資
関
連
協
定
と
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
の
関
連
如
何
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
投
資
関
連
協
定
の
公
正
衡
平
待
遇
が
慣

習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
を
超
え
た
待
遇
を
約
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
待
遇
は
ど
の
よ
う

な
具
体
的
な
措
置
ま
た
は
待
遇
を
約
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
よ
う
。

　
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
を
最
初
に
定
型
化
し
た
と
さ
れ
る
事
案
と
し
て
は
、
一
九
二
六
年
の
米
国
・
メ
キ
シ
コ
一
般
請
求
委
員
会

に
よ
るN

eer 

事
件
判
決
の
基
準
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
事
件
の
判
断
に
用
い
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
るN

eer

基
準
と
は
「
慣
習
国
際
法
違

反
と
な
る
場
合
と
し
て
、
待
遇
が
「
法
的
に
ひ
ど
い
場
合
」、「
信
義
誠
実
を
欠
く
場
合
」、「
故
意
に
よ
る
義
務
の
懈
怠
の
場
合
」、「
当
局

の
保
護
が
国
際
基
準
に
遠
く
及
ば
ず
、
合
理
的
か
つ
衡
平
な
人
間
な
ら
ば
明
ら
か
に
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
す
る
よ
う
な
場
）
56
（
合
」

を
指
す
。
こ
の
い
わ
ゆ
るN

eer

基
）
57
（

準
は
、
多
く
の
投
資
協
定
仲
裁
で
参
照
さ
れ
て
き
た
。
参
照
さ
れ
た
上
で
、
最
低
待
遇
基
準
はN

eer

基
準
に
留
ま
る
と
す
る
判
）
58
（
断
、
ま
た
は 

同
基
準
は
発
展
（evolve

）
す
る
と
み
な
し
同
基
準
以
上
の
義
務
を
認
め
る
判
断
、
が
出
さ
れ
て

い
る
。

　
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
最
低
待
遇
義
務
の
発
展
は
す
な
わ
ち
、
特
に
慣
習
国
際
法
に
つ
い
て
の
規
定
を
含
み
、
同
法
を
参
照
す
る
公
正
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衡
平
待
遇
の
内
容
の
発
展
を
導
く
。
一
定
の
基
準
と
し
てN

eer

基
準
が
参
照
さ
れ
る
仲
裁
廷
に
お
い
て
も
、
同
基
準
か
ら
の
発
展
の
内

容
に
つ
い
て
、
各
仲
裁
廷
で
判
断
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
仲
裁
判
断
に
お
い
て
そ
の
待
遇
の
発
展
が
認
め
ら
れ
た
よ
う

に
、
今
後
も
そ
の
発
展
と
し
て
新
た
な
待
遇
が
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
例
え
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
覚

書
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
公
正
衡
平
待
遇
が
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
と
同
様
で
あ
り
、
最
低
待
遇
基
準
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
と
の

規
定
が
あ
る
場
合
で
も
、
最
低
待
遇
基
準
そ
の
も
の
の
発
展
可
能
性
に
よ
り
、
結
局
は
公
正
衡
平
待
遇
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
曖
昧
性

は
残
る
。

㈢
　
小
　
結

　
公
正
衡
平
待
遇
に
つ
い
て
、
そ
の
曖
昧
な
規
定
ぶ
り
か
ら
そ
の
待
遇
義
務
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
導
出
に
際
し
て
も
曖
昧
性
が

伴
う
。
導
出
に
際
す
る
曖
昧
性
の
一
つ
の
要
因
が
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
と
の
関
連
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
他
の
協
定
と
の
関
係
に

あ
る
。
公
正
衡
平
待
遇
か
ら
具
体
的
な
判
断
基
準
ま
た
は
義
務
を
導
き
出
す
に
あ
た
り
、
特
に
国
際
法
や
慣
習
国
際
法
と
の
関
連
を
含
む

規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
が
考
慮
さ
れ
て
き
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
覚
書
に
関
す
る
仲
裁
判
断
を
み
る
に
、

慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
留
ま
る
旨
の
規
定
は
効
力
を
発
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準

自
体
の
範
囲
ま
た
は
内
容
が
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
特
に
、
こ
れ
ま
で
の
投
資
仲
裁
判
断
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、N

eer

基
準

の
よ
う
な
一
定
の
基
準
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
自
体
が
発
展
す
る
可
能
性
は
す
な
わ
ち
公
正
衡
平
待
遇
の

内
容
が
発
展
す
る
可
能
性
を
指
し
、
更
に
は
今
後
も
そ
の
内
容
は
発
展
し
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
の
事
案
の
判
断
に

も
不
透
明
性
が
生
じ
る
。
公
正
衡
平
待
遇
に
お
け
る
公
正
性
は
、
た
と
え
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
覚
書
や
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
と
ど

め
る
旨
を
あ
ら
か
じ
め
協
定
に
お
い
て
規
定
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
の
待
遇
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た

と
し
て
も
、
同
待
遇
義
務
そ
の
も
の
の
曖
昧
性
が
残
る
こ
と
か
ら
、
結
局
は
公
正
衡
平
待
遇
の
義
務
自
体
に
も
曖
昧
性
及
び
不
透
明
性
が
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残
る
の
で
あ
る
。
更
に
、N

eer

基
準
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
具
体
的
な
待
遇
を
引
き
出
し
た
事
）
59
（
例
等
も
公
正
衡
平
待
遇
の
具
体

的
な
待
遇
を
曖
昧
に
し
、
不
透
明
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

四
　
投
資
家
の
「
正
当
な
期
待
」
の
保
護
に
資
す
る

　
仲
裁
廷
に
よ
る
判
断
と
規
定
の
変
化

㈠
　
投
資
家
の
「
正
当
な
期
待
」
の
保
護
と
そ
の
導
出

　
次
に
、
特
に
昨
今
の
仲
裁
廷
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
「
正
当
な
期
待
」
の
保
護
に
か
か
る
仲
裁
判
断
に
基
づ
く
解
釈
及
び
仲
裁
判

断
を
参
照
し
、
個
別
の
項
目
（
こ
こ
で
は
「
正
当
な
期
待
」
を
指
す
）
の
待
遇
義
務
に
資
す
る
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　「
正
当
な
期
待
」
の
保
護
と
は
、「
投
資
設
立
の
時
点
に
お
い
て
、
投
資
受
入
国
が
何
ら
か
の
行
為
を
な
し
、
そ
れ
を
信
頼
し
て
投
資
を

行
っ
た
投
資
家
の
期
待
を
保
護
す
）
60
（

る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
投
資
協
定
仲
裁
廷
に
お
い
て
争
点
と
さ
れ
て
き
）
61
（

た
。
投
資
家
の

「
正
当
な
期
待
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
投
資
家
が
投
資
を
行
っ
た
状
況
の
客
観
的
理
解
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
何
が

「
正
当
な
期
待
」
で
あ
り
、
投
資
受
入
国
の
い
か
な
る
行
為
が
義
務
の
違
反
と
判
断
さ
れ
う
る
か
、
に
つ
い
て
も
仲
裁
廷
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
て
き
た
。
各
案
件
の
仲
裁
廷
に
お
い
て
は
、
申
立
人
で
あ
る
投
資
家
側
の
付
託
に
基
づ
き
、
一
に
、
投
資
家
の
「
正
当
な
期
待
」
が

保
護
の
対
象
と
な
る
か
否
か
、
二
に
、
保
護
の
対
象
と
な
る
場
合
に
国
家
機
関
に
よ
る
義
務
の
違
反
は
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
が
検
討
さ

れ
る
が
、
一
に
つ
い
て
は
、
協
定
の
規
定
ぶ
り
で
判
断
さ
れ
、
二
に
関
連
し
て
は
、
投
資
設
立
時
の
状
況
、
例
え
ば
、
企
業
が
投
資
実
施

判
断
を
行
う
に
際
し
、
政
府
側
か
ら
投
資
を
促
す
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
供
与
に
つ
い
て
明
示
的
な
言
及
が
あ
っ
た
か
等
に
応
じ
て

判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
投
資
家
の
正
当
な
保
護
は
、
投
資
家
が
「
正
当
な
期
待
」
を
有
す
る
に
足
る
投
資
受
入
国
側
の
表
明
（
例
え
ば
優
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遇
政
策
）
等
が
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
公
正
衡
平
待
遇
条
項
違
反
が
生
じ
る
、
と
の
判
断
が
多
数
示
さ
れ
て
い
）
62
（
る
と
と
も
に
、「
投

資
受
入
国
側
か
ら
の
一
定
の
保
証
や
契
約
条
項
等
を
元
に
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
）
63
（

れ
」、
ま
た
、
投
資
家
の
「
正
当
な
期

待
」
を
生
む
要
素
（
国
家
の
行
動
や
条
件
）
と
し
て
「
投
資
を
誘
致
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
国
内
立
法
、
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
に
国

家
機
関
が
な
す
意
思
表
示
、
投
資
設
立
時
に
示
さ
れ
た
契
約
条
件
」
が
挙
げ
ら
れ
）
64
（
る
。

　
公
正
衡
平
待
遇
に
基
づ
き
投
資
家
の
「
正
当
な
期
待
」
が
保
護
の
対
象
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
投
資
家
の
期
待
の
保
護
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
た
初
め
て
の
事
案
がTecm

ed v. 

メ
キ
シ
コ
の
仲
裁
案
）
65
（
件
で
あ
る
。 

ス
ペ
イ
ン
系
企
業
で
あ
るTecm

ed

社
は
メ
キ
シ
コ
で

廃
棄
物
処
理
事
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
メ
キ
シ
コ
政
府
が
同
社
の
操
業
許
可
の
更
新
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
ス
ペ
イ
ン
・
メ
キ
シ
コ
投
資

協
定
に
基
づ
い
て
メ
キ
シ
コ
政
府
を
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
本
件
を
付
託
し
た
。
な
お
、
ス
ペ
イ
ン
・
メ
キ
シ
コ
投
資
協
定
に

お
け
る
公
正
衡
平
待
遇
は
、
慣
習
国
際
法
と
の
関
連
を
規
定
す
る
が
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
に
制
限
は
さ
れ
て
い
な
い）

66
（

。
仲
裁
廷
は
、

同
協
定
の
公
正
衡
平
待
遇
が
、「
外
国
投
資
家
が
投
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
た
基
本
的
な
期
待
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
な
待

遇
を
投
資
家
に
与
え
る
こ
と
を
締
約
国
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
）
67
（

る
」
と
し
、
外
国
投
資
家
は
「
投
資
先
国
が
一
貫
し
て
行
動
す
る
こ
と
を

期
待
す
る
。
こ
こ
で
一
貫
し
て
と
い
う
の
は
、
投
資
家
が
商
業
的
・
ビ
ジ
ネ
ス
上
行
動
を
計
画
・
実
行
し
、
同
時
に
約
束
を
す
る
に
当

た
っ
て
投
資
家
が
依
拠
す
る
、
投
資
先
国
の
以
前
の
決
定
ま
た
は
許
可
を
恣
意
的
に
撤
回
し
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
）
68
（

る
」
と
の
解
釈
を
示
し

た
上
で
、
メ
キ
シ
コ
政
府
の
当
該
義
務
規
定
違
反
を
結
論
づ
け
）
69
（
た
。
ま
た
、
投
資
家
の
「
基
本
的
期
待
」
を
保
護
す
る
投
資
受
入
国
の
義

務
は
公
正
衡
平
待
遇
義
務
に
由
来
し
、
公
正
衡
平
待
遇
義
務
は
「
国
際
法
上
確
立
し
た
信
義
誠
実
原
則
の
現
れ
」
で
あ
る
と
し
た
。
他
方
、

「
正
当
な
期
待
」
は
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
義
務
の
範
囲
内
で
あ
る
と
の
見
解
に
基
づ
く
判
断
と
し
て
は
、Anglo Am

erican PLC 

v. 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
）
70
（
国
等
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
英
国
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
投
資
協
定
に
基
づ
き
仲
裁
廷
は
「
正
当
な
期
待
」
を

根
拠
に
投
資
家
側
の
申
し
立
て
を
認
め
た
）
71
（

が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
最
低
待
遇
が
発
展
す
る
こ
と
を
挙
げ
）
72
（

た
。
更
に
、「
正
当
な
期
待
」
を

慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
の
範
囲
内
と
す
る
仲
裁
判
断
に
対
し
、
な
ぜ
「
正
当
な
期
待
」
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
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い
て
明
確
に
提
示
さ
れ
な
い
判
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、ED

F v. 

ル
ー
マ
ニ
ア
の
仲
裁
廷
は
、「
正
当
な
期
待
」
に
つ
い
て
、「
投
資
家
が

な
し
た
投
資
に
関
す
る
正
当
か
つ
合
理
的
な
期
待
を
保
護
す
る
こ
と
が
公
正
衡
平
待
遇
基
準
の
主
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
、

他
の
複
数
の
仲
裁
廷
が
示
し
た
見
解
に
同
意
す
）
73
（
る
」
こ
と
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。

　
前
述
の
と
お
り
、
仲
裁
廷
に
お
い
て
「
正
当
な
期
待
」
に
か
か
る
保
護
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
際
に
、
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
と

の
関
連
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
も
、
反
対
に
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
正
当
な
期
待
」
に
か
か
る
判
断
が

な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
）
74
（
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
投
資
受
入
国
政
府
の
行
動
に
関
し
て
投
資
家
が
い
か
な
る
期
待
を
抱
く
こ
と
が
「
正
当
」

で
あ
る
か
は
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
決
ま
る
た
め
、
公
正
衡
平
待
遇
が
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
を
超
え
る
内
容
を
含
む
か
ど
う
か
は
一

義
的
に
解
答
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
）
75
（
る
。
な
お
、「
正
当
な
期
待
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
、
近
年
の
仲
裁
廷
に
お
い

て
は
、
申
立
人
で
あ
る
外
国
企
業
家
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
国
家
の
特
定
の
意
思
表
示
が
必
要
か
否
か
と
い
う
点
も
争
点
と
な
り
え
、
仲

裁
廷
に
よ
り
異
な
る
判
断
が
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
。

㈡
　
協
定
上
の
公
正
衡
平
待
遇
の
規
定
ぶ
り
へ
の
影
響

　「
正
当
な
期
待
」
に
か
か
る
投
資
仲
裁
判
断
の
増
加
、
特
に
投
資
受
入
国
側
の
非
が
み
と
め
ら
れ
損
害
賠
償
支
払
命
令
が
な
さ
れ
た
事

例
の
増
加
等
を
背
景
に
、
最
近
締
結
ま
た
は
署
名
さ
れ
た
投
資
関
連
協
定
に
お
い
て
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
留
め
た
上
で
正

当
な
期
待
に
も
一
定
の
制
限
を
か
け
る
内
容
の
規
定
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
に
発
効
し
た
、
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（Com

prehensive and Progressive Agreem
ent for Trans-Pacific Partnership

、

以
下
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
に
つ
い
て
は
、
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
に
留
め
た
上
で
、「
正
当
な
期
待
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
規
定
す
る
。

　
第
九
・
六
条
待
遇
に
関
す
る
最
低
基
）
76
（
準
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四 

　
締
約
国
が
投
資
家
の
期
待
に
反
す
る
行
動
を
と
る
又
は
と
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、
結
果
と
し
て
対
象
投
資
財
産
に
対
す
る
損
失
又
は
損

害
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反
を
構
成
し
な
い
。

　
更
に
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
か
わ
る
協
定
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
署
名
さ
れ
た
米
国
・
メ
キ
シ
コ
・
カ
ナ
ダ
協
定
（U

nited 

States‒M
exico‒Canada Agreem

ent

、
以
下
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
）
77
（

Ａ
）
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
同
様
の
規
定
を
有
し
、「
正
当
な
期
待
」
に
つ
い
て
一
定
の

制
限
を
課
）
78
（
す
（
本
協
定
は
本
稿
投
稿
時
点
に
お
い
て
未
発
効
）。

㈢
　
小
　
結

　「
正
当
な
期
待
」
は
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
の
か
、
若
し
く
は
最
低
待
遇
を
超
え
た
範
囲
外
と
み
な
さ
れ
る

の
か
、
ま
た
は
、
別
の
考
慮
要
件
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
未
だ
統
一
さ
れ
た
見
解
は
な
い
。「
正
当
な
期
待
」
の
保

護
が
い
か
に
公
正
衡
平
待
遇
義
務
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
仲
裁
廷
に
よ
っ
て
異
な
る
。
信
条
信
義
に
資
す
る
と

の
観
点
か
らN

eer

基
準
に
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
例
とN

eer

基
準
以
上
の
待
遇
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
例
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
がN

eer

基
準
の
発
展
と
し
て
の
最
低
待
遇
の
範
囲
内
か
、
も
し
く
は
最
低
待
遇
を
超
え
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
待
遇
で
あ
る
か
、

に
つ
い
て
の
結
論
は
な
い
。
更
に
は
、
曖
昧
な
規
定
ぶ
り
か
ら
具
体
的
な
待
遇
を
導
き
出
す
作
業
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
待
遇
の
根
拠
そ

の
も
の
が
曖
昧
な
ま
ま
に
仲
裁
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
例
え
ば
「
正
当
な
期
待
」
な
ど
の
待
遇
が
な
ぜ
公
正
衡
平
待
遇
の
義

務
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
根
拠
を
十
分
に
検
討
ま
た
は
提
示
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
待
遇
を
仲
裁
廷
が
認
め

る
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、「
正
当
な
期
待
」
の
根
拠
の
導
出
の
試
み
に
お
い
て
、
慣
習
国
際
法
を
参
照
す
る
も
の
と
、
法
の
一
般
原
則

を
参
照
す
る
も
）
79
（

の
、
更
に
は
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
正
当
な
期
待
の
保
護
義
務
を
認
め
た
上
で
、
投
資
条
件
等
に
基
づ
き
具
体
的
な
検
討

を
行
う
仲
裁
廷
が
存
在
し
て
き
た
。
な
お
、
投
資
関
連
協
定
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
で
は
な
い
も
の
の
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
は
、
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ボ
リ
ビ
ア
対
チ
リ
の
判
）
80
（
決
（
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
一
般
国
際
法
上
、「
正
当
な
期
待
」
の
保
護
に
関
す
る
規
則
は
な
い
、
と
の
判
）
81
（
断

を
下
し
た
。
同
判
断
が
今
後
の
投
資
仲
裁
廷
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
）
82
（

る
。

　
そ
も
そ
も
、
仮
に
「
正
当
な
期
待
」
が
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
の
範
囲
外
で
あ
る
と
の
共
通
解
釈
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
の
覚
書
や
日
豪
経
済
連
携
協
定
及
び
日
ウ
ル
グ
ア
イ
投
資
協
定
の
よ
う
に
公
正
衡
平
待
遇
を
最
低
待
遇
に
留
め
る
内
容
の
規
定
に
お
い

て
は
、「
正
当
な
期
待
」
に
か
か
る
事
項
は
争
点
と
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
、N

eer

基
準
か
ら
の
発
展
に
伴
う
慣
習
国
際
法
の
最
低

待
遇
の
発
展
の
範
囲
内
に
あ
る
と
の
判
断
や
慣
習
国
際
法
を
参
照
せ
ず
に
同
待
遇
を
導
き
だ
す
判
断
が
出
さ
れ
て
き
た
た
め
、
例
え
ば
Ｎ

Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
覚
書
の
よ
う
に
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
の
範
囲
に
と
ど
め
る
と
し
た
規
定
の
み
で
は
「
正
当
な
期
待
」
を
そ
の
待
遇
義
務
か

ら
必
ず
し
も
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
判
断
等
を
受
け
、
正
当
な
期
待
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
課
す
規
定
ぶ
り
を
含
め
る

投
資
関
連
協
定
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
八
年
に
発
効
し
た
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
や
同
年
に
署
名
さ
れ
た
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
規
定
は
、

慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
に
留
め
た
上
で
、
正
当
な
期
待
も
排
除
す
る
内
容
の
規
定
に
も
一
定
の
制
限
を
課
す
。
な
お
、
未
だ
当
該

規
定
に
基
づ
く
投
資
仲
裁
へ
の
付
託
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
、
本
規
定
が
仲
裁
廷
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。五

　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
貿
易
・
投
資
分
野
に
お
け
る
公
正
性
に
関
す
る
検
討
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
投
資
関
連
協
定
で
規
定
さ
れ
る
公
正
衡
平

待
遇
規
定
の
範
囲
と
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
に
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
基
準
と
の
関
係
に
基
づ
き
考
察
し
た
。
協
定
の
規
定
ぶ
り

や
投
資
状
況
に
応
じ
た
仲
裁
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
本
稿
が
指
摘
す
る
の
は
、
公
正
衡
平
待
遇
義
務
及
び
そ
の
解

釈
に
資
す
る
曖
昧
性
、
及
び
投
資
仲
裁
廷
の
判
断
の
非
一
貫
性
等
に
資
す
る
曖
昧
性
で
あ
る
。
例
え
ば
裁
判
拒
否
の
禁
止
や
警
察
の
保
護
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等
、
公
正
衡
平
待
遇
で
保
護
す
る
内
容
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
一
定
の
明
確
化
を
は
か
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
規
定
ぶ
り
自
体

に
曖
昧
性
が
あ
る
。
そ
し
て
判
断
の
根
拠
と
し
て
の
義
務
の
導
出
に
か
か
る
曖
昧
性
、
更
に
は
蓄
積
さ
れ
た
投
資
仲
裁
判
断
の
一
貫
性
の

欠
如
に
よ
る
曖
昧
性
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
曖
昧
性
は
、
例
え
ばN
eer

基
準
か
ら
の
発
展
や
「
正
当
な
期
待
」
有
無
の
判
断
事

例
な
ど
を
鑑
み
る
に
、
公
正
衡
平
待
遇
義
務
自
体
の
発
展
を
も
た
ら
し
う
る
。
そ
し
て
各
仲
裁
廷
に
お
け
る
判
決
は
、
投
資
家
の
申
し
立

て
に
応
じ
て
当
該
国
に
よ
る
損
害
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
判
定
に
基
づ
き
多
額
の
損
害
賠
償
支
払
義
務
が
国
側
に
発
生
す
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
性
の
上
に
判
断
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
国
家
に
支
払
義
務
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

　
そ
し
て
そ
の
規
定
の
曖
昧
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
義
務
の
不
透
明
性
、
そ
し
て
仲
裁
判
断
と
し
て
実
際
に
国
に
賠
償
を
求
め
る
事
案
の

増
加
を
受
け
て
、
政
策
当
事
者
が
公
正
衡
平
待
遇
の
内
容
に
一
定
の
制
限
を
課
す
向
き
に
あ
る
。
例
え
ば
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
規
定
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
公
正
衡
平
待
遇
を
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
義
務
に
留
め
た
上
で
更
に
「
正
当
な
期
待
」
に
資
す
る
一
定
の
制
限
を
課
す
協

定
が
発
効
さ
れ
た
。
一
定
の
制
限
を
課
す
規
定
を
含
む
こ
と
で
公
正
衡
平
待
遇
の
明
確
化
を
図
る
傾
向
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
も

そ
も
の
公
正
衡
平
待
遇
の
趣
旨
、
す
な
わ
ち
一
般
条
項
と
し
てCatch-all

の
機
能
を
有
し
て
き
た
当
該
義
務
を
変
容
さ
）
83
（

せ
て
い
く
可
能

性
が
あ
ろ
う
。

　
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
「
公
正
」
は
無
差
別
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
最
恵
国
待
遇
と
内
国
民
待
遇
に
示
さ
れ
）
84
（

る
。
最
恵
国
待
遇
と
内
国
民

待
遇
に
つ
い
て
も
各
仲
裁
廷
で
争
わ
れ
て
き
た
が
、
公
正
衡
平
待
遇
と
の
違
い
は
、
そ
れ
ら
の
待
遇
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
比
較
の
対
象

と
な
る
一
定
の
基
準
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
内
国
民
待
遇
で
あ
れ
ば
、
自
国
の
企
業
・
投
資
家
へ
の
措
置
と
比
べ
て
外
国

投
資
家
に
対
す
る
差
別
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
。
い
わ
ば
最
恵
国
待
遇
や
内
国
民
待
遇
に
お
い
て
は
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
確
立
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
比
較
等
を
行
い
、
判
断
を
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
、
公
正
衡
平
待
遇
は
最
恵
国
待
遇
や

内
国
民
待
遇
と
異
な
り
、
比
較
の
対
象
な
し
に
都
度
そ
の
「
公
正
（
衡
平
）
性
」
が
仲
裁
廷
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果

と
し
て
、
公
正
性
は
発
展
（evolve

）
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
正
衡
平
待
遇
が
絶
対
的
に
維
持
す
べ
き
待
遇
の
水
準
を
規
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定
す
る
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
比
較
と
い
う
行
為
ま
た
は
対
象
の
欠
如
等
に
よ
り
、
そ
の
具
体
的
な
待
遇
が
発
展
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
公
正
衡
平
待
遇
の
「
公
正
」
と
「
衡
平
」
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
扱
わ
れ
、
両
方
を
も
っ
て
一
つ
の
コ

ン
セ
プ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
学
術
上
の
定
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
公
正
衡
平
待
遇
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
「
衡
平
」

の
要
素
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
公
正
衡
平
待
遇
に
お
け
る
「
衡
平
」
が
今
後
そ
れ
と
し
て
何
等
か
の
意
味
を
持
つ
可
能
性

が
あ
り
う
る
か
否
か
、
ま
た
、
比
較
の
要
素
を
同
待
遇
義
務
に
も
た
ら
し
う
る
の
か
、
と
い
う
点
等
は
今
後
の
公
正
衡
平
待
遇
義
務
の
あ

り
方
と
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
と
了
し
て
い
る
た
め
、
筆
者
の
今
後
の
検
討
の
課
題
と
し
た
い
。

　
更
に
、
現
在
、
投
資
協
定
仲
裁
の
仕
組
み
そ
の
も
の
が
国
際
的
な
見
直
し
・
協
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
）
85
（

る
こ
と
に
加
え
、
Ｅ
Ｕ
は
常
設

投
資
裁
判
所
の
設
立
を
目
論
ん
で
い
）
86
（
る
。
こ
れ
ら
の
見
直
し
に
至
る
問
題
意
識
の
一
つ
は
、
各
仲
裁
判
断
の
非
一
貫
性
に
か
か
る
も
の
で

あ
）
87
（
る
。
今
後
の
投
資
仲
裁
そ
の
も
の
の
あ
り
方
ま
た
は
現
状
か
ら
の
変
容
が
公
正
衡
平
待
遇
の
義
務
の
解
釈
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
は
あ
り
、
そ
の
影
響
の
結
果
と
し
て
、
待
遇
義
務
の
内
容
が
明
確
化
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）  

本
稿
で
は
貿
易
と
投
資
を
ま
と
め
て
対
象
と
す
る
。
こ
れ
は
、
貿
易
と
投
資
は
必
ず
し
も
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
例
え
ば

世
界
貿
易
機
構
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
が
そ
の
取
り
決
め
に
お
い
て
貿
易
及
び
投
資
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
経
済
産
業
省
が
毎
年
発
行
す
る

「
不
公
正
貿
易
報
告
書
」
に
お
い
て
も
貿
易
及
び
投
資
双
方
を
そ
の
報
告
対
象
範
囲
と
し
て
い
る
こ
と
、
等
に
よ
る
。

（
2
）  

経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
「
二
〇
一
九
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
」https://w

w
w.m

eti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei 
_boeki/report_2019/pdf/2019_02_00.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
3
）  

本
稿
に
お
け
る
経
済
連
携
協
定
と
は
、
経
済
連
携
協
定
（Econom

ic Partnership Agreem
ent

、
以
下
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
及
び
自
由
貿
易
協
定

（Free Trade Agreem
ent

、
以
下
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
を
指
す
。
な
お
、Free Trade Agreem

ent

に
つ
い
て
、
絶
対
的
な
定
義
が
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
点
は
、
京
都
大
学
・
濱
本
正
太
郎
教
授
等
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
内
包
す
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
も
同
様
に
絶
対
的
な

定
義
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
4
）  

経
済
連
携
協
定
（
具
体
的
に
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
二
四
条
及
び
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
第
五
条
に
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
経
済
連
携
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協
定
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
特
に
、
前
文
に
お
い
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
と
の
関
連
が
明
記
さ
れ
る
協
定
に
つ
い
て
は

規
定
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
：
日
豪
経
済
連
携
協
定
の
前
文
「
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
及
び
両
締
約
国
が
締
結
し
て
い
る
そ
の
他
の
協
定
に
基

づ
く
権
利
及
び
義
務
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
決
意
し
」、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ

Ｐ
）
前
文
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
に
基
づ
く
各
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
を
強
化
す
る
こ
と
」、
等
。

（
5
）  
“Today

’s signature of the EU
-Japan Econom

ic Partnership Agreem
ent is a landm

ark m
om

ent for global trade, 

…. Together, 
w
e are m

aking a statem
ent about the future of free and fair trade.

” 

欧
州
委
員
会
「
二
〇
一
八
年
七
月
一
七
日
付
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
」

europa.eu/rapid/press-release_IP -18 -4504_en.pdf （
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
6
）  

外
務
省
「
日
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
【
署
名
】」https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/files/000382204.pdf （

二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
7
）  

外
務
省
「
日
米
共
同
声
明
」https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/files/000402972.pdf （

二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
8
）  Supra note 2.

（
9
）  

投
資
関
連
協
定
と
は
他
に
投
資
協
定
や
投
資
に
関
す
る
規
定
を
含
む
地
域
協
定
等
を
指
す
。

（
10
）  

国
連
貿
易
開
発
会
議 

（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
） 

“World Investm
ent Report 2018

” https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/w
ir2018_

en.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
11
）  

投
資
に
つ
い
て
は
「
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措
置
に
関
す
る
協
定
」
等
で
規
定
さ
れ
る
が
、
投
資
関
連
規
定
に
資
す
る
更
な
る
交
渉
は
中
止
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
ド
ー
ハ
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
既
に
二
〇
〇
三
年
に
投
資
関
連
規
定
は
議
論
を
し
な
い

こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
経
済
連
携
協
定
で
は
主
に
投
資
章
に
お
い
て
外
国
企
業
等
か
ら
の
投
資
に
関
す
る
投
資
受
入
国
の
義
務
が
規

定
さ
れ
る
。

（
12
）  

わ
が
国
で
も
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
交
渉
の
停
滞
等
を
受
け
て
、
二
〇
〇
〇
年
初
期
か
ら
経
済
連
携
の
締
結
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え

ば
、
外
務
省
の
「
日
本
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
戦
略
」（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/fta/senryaku.htm

l

）
等
が
参
考

に
な
る
。

（
13
）  

投
資
協
定
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
企
業
の
海
外
投
資
に
関
す
る
保
護
及
び
自
由
化
の
観
点
か
ら
、
わ
が
国
で
は
、
よ
り
多
く
の
締
結
を
急
い
で

い
る
。
例
え
ば
、「
投
資
関
連
協
定
の
締
結
促
進
等
投
資
環
境
整
備
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」（
二
〇
一
六
年
五
月
）
で
は
、
二
〇
二
〇
年

ま
で
に
一
〇
〇
の
国
・
地
域
を
対
象
に
投
資
関
連
協
定
を
署
名
・
発
効
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）  

小
寺
彰
（
二
〇
〇
六
）『
投
資
協
定
に
お
け
る
「
透
明
性
」

―
位
置
付
け
と
対
処

―
』RIETI D

iscussion Paper Series 06 -J -026

、
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p. 1.

（
15
）  

同
様
の
指
摘
は
先
行
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Barnali Choudhury 

（2005

） 

“Evolution or D
evolution: D

efining 
Fair and Equitable Treatm

ent in International Investm
ent Law

”, 6 J. W
orld Investm

ent &
 Trade 297, p. 300

、Paparinskis 

（2013

） 

“The International M
inim

um
 Standard and Fair and Equitable Treatm

ent

”, O
xford U

niversity Press, p. 3.
（
16
）  
同
協
定
以
前
は
、
不
断
の
保
護
及
び
保
障
を
受
け
る
規
定
の
み
を
含
む
協
定
が
多
い
。
例
え
ば
、
わ
が
国
が
最
初
に
締
結
し
た
日
エ
ジ
プ
ト
投

資
協
定
（
一
九
七
八
年
）
は
、「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
及
び
会
社
の
投
資
財
産
及
び
収
益
も
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、

不
断
の
保
護
及
び
保
障
を
受
け
る
」
と
規
定
す
る
。
な
お
、
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
Ｅ
Ｐ
Ａ
以
前
の
協
定
に
お
い
て
も
、
日
香
港
投
資
協
定
（
一
九
九

七
年
六
月
発
効
）
及
び
日
ロ
シ
ア
投
資
協
定
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
発
効
）
は
公
正
衡
平
待
遇
を
含
む
。

（
17
）  

二
〇
一
九
年
二
月
に
発
効
し
た
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
に
お
け
る
投
資
保
護
規
律
及
び
投
資
紛
争
解
決
手
続
は
継
続
協
議
で
あ
る
た
め
、
公
正

衡
平
待
遇
及
び
投
資
家
対
国
家
の
紛
争
解
決
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
18
）  

経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
「
二
〇
一
八
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
」、
四
六
五
頁
。http://w

w
w.m

eti.go.jp/com
m
ittee/sum

m
ary/0004532/2018/

pdf/03_05a.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
19
）  

小
寺
彰
（
二
〇
〇
八
）「
投
資
協
定
に
お
け
る
「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
」

―
投
資
協
定
上
の
一
般
的
条
項
の
機
能

―
」PRIETI  

D
iscussion Paper Series 08 -J -026

、p. 1.

（
20
）  

例
え
ばKrager 

（2011

） 

は
、
1.
公
正
衡
平
待
遇
義
務
が
な
い
協
定
、
2.
公
正
衡
平
待
遇
を
奨
励
す
る
協
定
、
3.
公
正
衡
平
待
遇
義
務
の
法
的

拘
束
力
を
有
す
る
協
定
に
分
類
し
た
上
で
、
3.
に
つ
い
て
は
、
更
に
、
他
の
基
準
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
、
一
般
国
際
法
と
の
関
連
を
有

す
る
も
の
、
等
に
分
類
し
た
。Roland Klager （2011
） 
“ ‘Fair and Equitable Treatm

ent

’ in International Investm
ent law

”, Cam
bridge 

U
niversity Press, pp. 9 -18.

（
21
）  D

avid G
aukrodger 

（2017

） 

“Addressing the balance of interests in investm
ent treaties, O

ECD
 W

orking Papers on Interna-
tional Investm

ent

” OECD
 W

orking Papers on International Investm
ent 2017/03.

（
22
）  

わ
が
国
が
締
結
済
の
協
定
の
う
ち
、
日
比
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
日
Ｅ
Ｕ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
投
資
家
対
国
家
の
紛
争
解
決
（
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
を

規
定
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
、
協
定
署
名
時
よ
り
先
の
検
討
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）  

外
務
省
「
国
家
と
投
資
家
の
間
の
紛
争
解
決
（
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
手
続
の
概
要
」https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/files/000089854.pdf

（
二
〇

一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。
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（
24
）  

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
。
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄhttps://investm

entpolicy.unctad.org/international- 
investm

ent-agreem
ents

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
25
）  Supra note 14.

（
26
）  Ibid.

（
27
）  Ibid.

（
28
）  Supra note 18, at 465.

（
29
）  

投
資
自
由
化
に
資
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
由
化
型
の
投
資
協
定
も
あ
る
が
、
既
存
の
協
定
の
多
く
は
投
資
財
産
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な

お
、
保
護
と
自
由
化
双
方
を
目
的
と
す
る
投
資
関
連
協
定
も
多
く
あ
り
、
わ
が
国
が
締
結
済
み
の
協
定
に
お
い
て
も
、
保
護
の
み
と
保
護
と
自
由

化
の
双
方
を
目
的
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

（
30
）  Supra note 19, at 16.

（
31
）  Ibid. 

（
32
）  J. Rom

an Picherack 

（2008
） 
“The Expanding Scope of the Fair and Equitable Treatm

ent Standard: H
ave Recent Tribunals 

G
one too Far

”, 9 J. W
orld Investm

ent &
 Trade 255.

（
33
）  

わ
が
国
の
投
資
関
連
協
定
の
公
正
衡
平
待
遇
規
定
は
、
二
〇
〇
二
年
以
降
は
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
と
同
等
の
扱
い
と
す
る
こ
と
を
規
定
す

る
協
定
が
増
え
る
が
、
例
え
ば
、「
投
資
の
相
互
促
進
及
び
相
互
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
マ
ー
ン
国
と
の
間
の
協
定
（
二
〇
一
七
年
七
月
発

効
）」
で
は
同
様
の
記
載
が
な
く
、
曖
昧
な
ま
ま
と
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
内
容
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
は
あ
る
が
、
筆
者
の
一
つ
の

推
測
と
し
て
記
し
て
お
く
。

（
34
）  Barnali Choudhury 

（2005

） 

“Evolution or D
evolution: D

efining Fair and Equitable Treatm
ent in International Investm

ent 
Law

”, 6 J. W
orld Investm

ent &
 Trade 297, p. 302.

　
　
　
ま
た
、
外
国
投
資
家
の
投
資
財
産
保
護
に
関
す
る
相
当
な
注
意
、
適
性
手
続
き
、
裁
判
拒
否
の
禁
止
、
恣
意
的
措
置
の
禁
止
、
投
資
家
の
正
当

な
期
待
の
保
護
、
等
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
35
）  Supra note 18.

（
36
）  

玉
田
（
二
〇
一
〇
）
を
以
下
に
引
用
す
る
：「
形
式
上
Ｉ
Ｉ
Ａ
仲
裁
に
は
法
的
拘
束
力
の
あ
る
「
判
例
法
」
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
判
例
の

積
み
重
ね
に
よ
り
、
事
実
上
「
判
例
法
」
を
想
定
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
、
ま
た
、
Ｉ
Ｉ
Ａ
仲
裁
廷
も
、
先
例
判
断
を
参
照
す
る
こ
と
が
多
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い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。」
玉
田
大
（
二
〇
一
〇
）「
投
資
協
定
仲
裁
の
多
角
化
と
司
法
化
」『
国
際
問
題
』
五
九
七
号
、
四
八
頁
。

（
37
）  

慣
習
国
際
法
上
あ
る
い
は
国
際
法
上
の
待
遇
の
最
低
基
準
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
協
定
に
お
い
て
も
、
公
正
衡
平
待
遇
と
慣
習
国
際
法

上
の
最
低
待
遇
基
準
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
各
仲
裁
廷
に
お
い
て
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
38
）  Picherack 

（2008

） 

は
、
双
方
の
見
解
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
懸
念
点
等
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。J. Rom

an 
Picherack 

（2008

） 

“The Expanding Scope of the Fair and Equitable Treatm
ent Standard: H

ave Recent Tribunals G
one Too 

Far?, 9 J. W
orld Investm

ent &
 Trade, pp. 255 -256.

（
39
）  

例
え
ばLeite 

（2016

） 

は
、
公
正
衡
平
待
遇
を
慣
習
国
際
法
の
最
低
基
準
に
関
連
付
け
る
こ
と
は
、
多
く
の
議
論
及
び
法
学
の
中
心
と
な
っ

て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。Kendra Leite 

（2016

） 

“The Fair And Equitable Treatm
ent Standard: A Search For A Better Balance 

In International Investm
ent Agreem

ents

”, Am
erican U

niversity International Law
 Review

: Vol. 32 : Iss. 1, Article 2, p. 377.

　
　
　
他
方
、D

avid G
aukrodger 

（2017

） 

は
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
を
参
照
す
る
公
正
衡
平
待
遇
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
の
区
別
が
重
要
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
ま
た
一
方
で
、
慣
習
国
際
法
の
一
般
待
遇
と
の
関
係
を
記
載
す
る
公
正
衡
平
待
遇
の
増
加
も
指
摘
し
た
。Supra 

note 21, at 5.

（
40
）  

慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
を
約
す
る
規
定
と
、
慣
習
国
際
法
の
最
低
待
遇
の
み
を
約
す
る
規
定
は
異
な
る
こ
と
を
念
の
た
め
指
摘
し
て
お
く
。

こ
こ
で
は
前
者
を
指
す
。

（
41
）  

法
務
省
「
公
表
さ
れ
て
い
る
主
要
な
投
資
仲
裁
判
断
例
の
分
析
に
関
す
る
調
査
研
究 

（
先
決
的
抗
弁
・
実
体
法
的
論
点
）
報
告
書
」
二
〇
一
八

年
、
四
九
頁
。

（
42
）  Jason H

aynes （2013

） 

“The Evolving N
ature of the Fair and Equitable Treatm

ent （FET

） Standard: Challenging Its Increasing 
Pervasiveness in Light of D

eveloping Countries
’ Concerns - The Case for Regulatory Rebalancing

”, 14 J. W
orld Investm

ent &
 

Trade 114, 14 （203

）, pp. 14 -146.

（
43
）  

二
〇
一
八
年
一
一
月
署
名
済
み
。
二
〇
一
九
年
一
〇
月
末
日
現
在
未
発
効
。

（
44
）  Pope and Talbot, Inc v Canada, N

AFTA （U
N
CITRAL

）, Partial Aw
ard of June 26, 2000.

（
45
）  

小
寺
（
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
事
案
説
明
を
引
用
し
た
い
。「
米
国
企
業
（Pope and Talbot

）
に
割
り
当
て
ら
れ
た
無
関
税
輸
出
枠
が
問
題
と

な
っ
た
本
件
で
は
、
仲
裁
廷
は
、
一
一
〇
五
（
公
正
待
遇
）
に
つ
い
て
、
一
般
国
際
法
に
含
ま
れ
る
と
い
う
解
釈
と
、「
公
正
の
要
素
」
を
一
般

国
際
法
に
付
加
的
す
る
と
い
う
解
釈
が
あ
り
う
る
と
し
た
う
え
で
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
一
〇
五
条
が
モ
デ
ル
と
す
る
一
九
八
七
年
の
米
国
モ
デ
ル
投
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資
条
約
が
公
正
待
遇
義
務
を
「
投
資
は
常
に
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
を
受
け
、
十
分
な
保
護
と
保
障
を
享
受
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
国
際
法

が
要
求
す
る
待
遇
を
下
回
る
待
遇
し
か
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」（
第
二
の
類
型
）
と
規
定
し
て
、
一
般
国
際
法
に
付
加
的
な
性
質
を
も
つ

こ
と
を
示
し
た
と
考
え
て
、
後
者
の
解
釈
を
支
持
し
た
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
一
〇
三
条
の
最
恵
国
待
遇
規
定
に
よ
る
均
霑
も
考
慮
）。
そ
し
て
仲
裁

廷
は
、「
一
一
〇
五
条
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
の
も
と
で
適
用
さ
れ
て
い
る
通
常
の
基
準
で
の
公
正
の
要
素
に
起
因
す
る
利
益
を
対
象
の
投
資
家

や
投
資
が
享
受
で
き
る
よ
う
に
要
求
す
る
」
と
解
釈
す
る
」。Supra note 19 at 7.

（
46
）  
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
事
例
と
し
て
、
他
に
はSD

 M
yers v 

カ
ナ
ダ
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
以
外
に
も
、
例
え
ばSaluka v 

チ
ェ
コ
共
和
国

な
ど
。
後
者
で
は
、
公
正
待
遇
義
務
が
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
よ
り
も
高
次
の
保
護
を
要
求
す
る
と
判
示
さ
れ
た
。

（
47
）  

坂
田
雅
夫
（
二
〇
〇
四
）「
北
米
自
由
貿
易
協
定
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
一
一
〇
五
条
の
「
公
正
に
し
て
衡
平
な
待
遇
」
規
定
を
め
ぐ
る
論
争
」『
同

志
社
法
学
』、
五
五
巻
六
号
。

（
48
）  Ibid.

（
49
）  

坂
田
（
二
〇
〇
四
）
は
、
こ
の
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
一
〇
五
条
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
争
に
つ
い
て
、
同
条
の
公
正
衡
平
待
遇
規
定
が
「
慣
習
国
際
法

上
の
最
低
標
準
の
遵
守
を
確
約
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
慣
習
国
際
法
上
の
諸
標
準
と
は
別
個
の
標
準
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
対
立
で
あ
っ
た 

」
こ
と
を
指
摘
し
た
。Ibid at 172.

（
50
）  

例
え
ば
、Loew

en 

（Loew
en G

roup, Inc. and Raym
ond L. Loew

en

） v. 

米
国
、M

ethanex v. 

米
国
、
やClayton v.

カ
ナ
ダ
の
仲
裁

判
断
は
同
覚
書
を
尊
重
す
べ
き
と
し
た
。

（
51
）  

例
え
ば
、
経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
「
二
〇
一
八
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
」
に
お
い
て
も
「
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
仲
裁
事
件
は
こ
の
覚
書
の
解
釈

に
事
実
上
従
っ
て
い
る
」
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Supra note 18 at 465.

（
52
）  

米
国
は
、
二
〇
〇
四
年
度
に
公
表
し
た
モ
デ
ル
協
定
（
モ
デ
ル
協
定
二
〇
〇
四
）
で
も
当
該
規
定
を
最
低
待
遇
基
準
に
留
め
る
旨
と
す
べ
く
改

定
し
た
。

（
53
）  

日
本
ウ
ル
グ
ア
イ
投
資
協
定
条
文

　
　
　
投
資
の
自
由
化
、
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
と
の
間
の
協
定

　
　
　
第
五
条 

待
遇
に
関
す
る
最
低
限
度
の
基
準

　
　
　
１
　
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
対
し
、
国
際
慣
習
法
に
基
づ
く
待
遇
（
公
正

か
つ
衡
平
な
待
遇
並
び
に
十
分
な
保
護
及
び
保
障
を
含
む
。）
を
与
え
る
。
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１
の
規
定
は
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
待
遇
の
基
準
と
し
て
、
外
国
人
の
待
遇
に
関
す
る
国
際
慣
習
法
上

の
最
低
基
準
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
」
及
び
「
十
分
な
保
護
及
び
保
障
」
の
概
念
は
、
当
該

基
準
が
要
求
す
る
待
遇
以
上
の
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
追
加
の
実
質
的
な
権
利
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
。

１
の
規
定
で
定
め
る
義
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
⒜
　「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
」
に
は
、
法
の
正
当
な
手
続
の
原
則
に
従
っ
た
刑
事
上
若
し
く
は
民
事
上
の
訴
訟
手
続
又
は
行
政
上
の
裁
決
手

続
に
お
け
る
裁
判
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
な
い
と
の
締
約
国
の
義
務
を
含
む
。

　
　
　
⒝
　「
十
分
な
保
護
及
び
保
障
」
の
要
件
に
よ
り
、
締
約
国
は
、
国
際
慣
習
法
上
求
め
ら
れ
る
程
度
の
警
察
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
又
は
他
の
国
際
協
定
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
旨
の
決
定
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も

の
で
は
な
い
。

　
　
　
訳
文
は
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
引
用
。
外
務
省
、https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/files/000066373.pdf

（
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
五 

日
ア
ク
セ
ス
）。

（
54
）  

も
っ
と
も
、
各
協
定
の
規
定
ぶ
り
、
投
資
設
立
時
等
の
状
況
、
及
び
各
仲
裁
廷
に
応
じ
て
異
な
る
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
55
）  

例
え
ば
、
公
正
衡
平
待
遇
を
慣
習
国
際
法
上
の
待
遇
の
最
低
基
準
と
同
一
視
す
る
仲
裁
判
断
例
と
し
て
、M

.C.I. Pow
er v 

エ
ク
ア
ド
ル
、

Siem
ens v 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、G

enin v 
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
、O

ccidental v 

エ
ク
ア
ド
ル
（
I
）
が
、
投
資
協
定
上
の
Ｆ
Ｅ
Ｔ
基
準
は
慣
習

国
際
法
上
の
待
遇
の
最
低
基
準
と
形
式
的
に
は
異
な
る
が
実
質
的
に
は
差
は
な
い
と
判
断
す
る
仲
裁
判
断
例
と
し
て
、CM

S G
as v

ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
、Saluka v

チ
ェ
コ
共
和
国
、Rum

eli Telekom
 v

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、Biw

ater v

タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
が
、
Ｆ
Ｅ
Ｔ
条
項
の

自
律
性
を
認
め
つ
つ
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
事
例
を
引
用
依
拠
す
る 
仲
裁
判
断
例
と
し
て Jan de N

ul v

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
、ED

F v

ル
ー
マ

ニ
ア
、Azurix v

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。Supra note 41 at 52.

（
56
）  

伊
藤
一
頼
（
二
〇
一
一
）『
国
際
投
資
保
護
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

―
ル
ー
ル
形
成
に
お
け
る
詩
人
と
国
家
の
関
与
の
構
造
』

組
織
科
学 Vol45 N

o. 2:

四
―
一
五
頁
。

（
57
）  

法
務
省
の
報
告
書
で
はN

eer

基
準
に
つ
い
て
「
国
家
（
政
府
）
行
為
の
妥
当
性
は
国
際
基
準
（international standard

）
で
判
断
さ
れ
る

べ
き
こ
と
、
国
際
義
務
違
反
（delinquency

）
を
構
成
す
る
に
は
、
外
国
人
の
待
遇
は
、
す
べ
て
の
合
理
的
で
公
平
な
人
間
が
そ
の
不
十
分
を

容
易
に
認
識
す
る
ほ
ど
に
、
国
際
基
準
に
合
致
し
て
い
な
い
、
不
誠
実
（bad faith
）、
義
務
の
意
図
的
怠
慢
、
ま
た
は
政
府
行
為
の
欠
如
に
よ
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る
不
法
な
行
為
（outrage

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。」Supra note 41, at 54.

（
58
）  

例
え
ば
、G

lam
is G

old v

米
国
やM

ondev v.

米
国
等
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
59
）  N

eer

基
準
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
具
体
的
な
待
遇
を
引
き
出
し
た
例
と
し
て
、W

aste M
anagem

ent v 

メ
キ
シ
コ
（
II
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。
以
下
、
法
務
省
報
告
書
を
引
用
す
る
：
本
仲
裁
廷
で
は
、「「
国
家
行
為
が
、
恣
意
的
、
大
幅
に
不
公
正
、
不
正
義
も
し
く
は
特
異
な
も

の
（idiosyncratic

）
で
あ
る
か
、
差
別
的
で
か
つ
党
派
的
な
も
し
く
は
人
種
的
偏
見
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
裁
判
の
適
切
性
を

侵
害
す
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す 

適
正
手
続
の
欠
如
を
含
ん
で
い
る
場
合
」
に 

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ 

第
一
一
〇
五
条
違
反
が
生
じ
る
と
い
う
定
式
化

を
行
っ
た
。
こ
の W

aste M
anagem

ent v 

メ
キ
シ
コ
（
II
）
定
式
は
、M

ethanex v 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
部
分
的
に
依
拠
し
た
ほ
か
、Clay-

ton v 

カ
ナ
ダ
、M

esa Pow
er v

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
依
拠
さ
れ
て
い
る
」。Supra note 41, at 52.

（
60
）  

濱
本
正
太
郎
（
二
〇
一
四
）「
投
資
家
の
正
当
な
期
待
の
保
護

―
条
約
義
務
と
法
の
一
般
原
則
と
の
交
錯

―
」、PRIETI D

iscussion  
Paper Series 14 -J -002

、p. 0. （
要
旨
）

（
61
）  Klager 

（2010

） 

は
、
公
正
な
手
続
き 

（fair procedure

）、
無
差
別 

（non-discrim
ination

） 

透
明
性 

（transparency

） 

及
び
相
対
性 

（pro-
portionality

） 

と
な
ら
び
、
正
当
な
期
待
（legitim

ate expectations

）
が
全
て
の
判
例
に
関
連
す
る
旨
を
指
摘
し
た
。Roland Klager

（2010

） 

“Fair and Equitable Treatm
ent: A

 Look at the Theoretical U
nderpinnings of Legitim

acy and Fairness

”, 11 J. W
orld  

Investm
ent &

 Trade 435, p. 452.

（
62
）  Supra note 60.

（
63
）  Supra note 41, at 39.

次
に
引
用
す
る
：「
主
な
判
断
例
と
し
て
、Tecm

ed v

メ
キ
シ
コ 

（paras. 149, 150

）、M
etalclad v

メ
キ
シ
コ

（para. 107

）、Thunderbird v 

メ
キ
シ
コ 

（para. 147
）、Azurix v 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

（para. 318

）、EnCana v 

エ
ク
ア
ド
ル 

（para. 173

）、

El Paso v 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

（para. 294, 295

）、M
errill &

 Ring Forestry v 

カ
ナ
ダ 

（para. 150

）、Total v 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

（para. 197

）、

G
rand River v

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 （para. 140

）、Paushok v
モ
ン
ゴ
ル （para. 302

） 

が
挙
げ
ら
れ
る
」。

（
64
）  Supra note 60.

（
65
）  Técnicas M

edioam
bientales Tecm

ed SA
 v U

nited M
exican States, ICSID

 Case N
o. A

RB 

（A
F

）/00/2, Aw
ard of M

ay 20, 
2003.

（
66
）  

ス
ペ
イ
ン
・
メ
キ
シ
コ
投
資
協
定
の
第
四
条
最
低
待
遇
基
準
に
お
い
て
、
公
正
衡
平
待
遇
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　Article IV. M

inim
um

 Level of Treatm
ent 
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　1.

　Each Contracting Party shall give to the investm
ents of investors of the other Contracting Party treatm

ent in accordance 
w
ith international custom

ary law, including fair and equitable treatm
ent, as w

ell as full protection and security. 

　
　
　2.

　A resolution to the effect that another provision of this Agreem
ent or of a separate international agreem

ent has been vi-
olated shall not establish that this article has been violated. 

　
　
　U

N
CTAD, https://investm

entpolicy.unctad.org/international-investm
ent-agreem

ents/treaty-files/5621/dow
nload

（
二
〇
一
九

年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
67
）  Supra note 19, at 10.

（
68
）  Ibid.

（
69
）  

仲
裁
廷
に
よ
る
次
の
判
断
を
含
む
（
濱
本
（
二
〇
一
四
）
か
ら
引
用
）：「
本
条
約
の
本
規
定
「
公
正
衡
平
待
遇
条
項
」
は
、
国
際
法
上
確
立
し

た
信
義
誠
実
原
則
に
鑑
み
、
条
約
当
事
国
に
対
し
、
外
国
投
資
に
つ
い
て
、
投
資
家
が
投
資
設
立
の
際
に
抱
い
て
い
た
基
本
的
な
期
待
を
害
さ
な

い
よ
う
な
待
遇
を
与
え
る
義
務
を
負
う
。
外
国
投
資
家
は
、
投
資
受
入
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
期
待
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
外
国
投
資
家
と
の

関
係
に
お
い
て
、
曖
昧
さ
な
く
全
面
的
に
透
明
性
を
も
っ
て
行
動
し
、
投
資
を
規
律
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
規
や
関
連
す
る
政
策
ま
た
は
行
政
上
の
慣

行
あ
る
い
は
指
示
を
前
も
っ
て
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
投
資
家
が
投
資
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
ら
法
規
を
遵
守
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。﹇
…
…
﹈
外
国
投
資
家
は
、
投
資
受
入
国
が
一
貫
性
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
家
の
既
存
の
決

定
や
許
可
で
あ
っ
て
投
資
家
が
自
ら
の
商
業
・
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
の
約
束
を
し
、
計
画
を
し
、
実
際
に
開
始
す
る
際
に
依
拠
し
た
も
の
を
恣
意
的
に

撤
回
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
。
投
資
家
は
、
さ
ら
に
、
投
資
受
入
国
が
投
資
家
の
活
動
ま
た
は
投
資
を
規
律
す
る
法
規

範
を
援
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
法
規
範
が
通
常
有
す
る
機
能
に
従
っ
て
援
用
し
、
ま
た
、
必
要
な
保
証
な
し
に
投
資
家
の
投
資
を
奪
う
こ
と
は
し

な
い
、
と
い
う
期
待
も
有
す
る
。」Tecm

ed v. M
exico, ICSID

 Case N
o. ARB 

（AF

）/00/2, Aw
ard, 29 M

ay 2003, para. 154 Supra 
note 60 at 2 -3.

（
70
）  Anglo Am

erican PLC v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID
 Case N

o. ARB （AF

）/14/1

（
二
〇
一
九
年
一
月
）.

（
71
）  Ibid. at 104.

（
72
）  Ibid.

（
73
）  ED

F （Services

） Lim
ited v. Rom

ania, ICSID
 Case N

o. ARB/05/13 （
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）.

（
74
）  G

reentech Energy System
s A/S, et al v. Italian Republic, SCC Case N

o. V
 2015/095.



投資関連協定における公正かつ衡平な待遇にかかる一考察

161

（
75
）  Supra note 56, at 10.

（
76
）  

Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
条
文

　
　
　
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
　
第
九
・
六
条
待
遇
に
関
す
る
最
低
基
準
（
注
）

　
　
　
注
　
こ
の
条
の
規
定
は
、
附
属
書
九
―
Ａ
（
慣
習
国
際
法
）
の
規
定
に
従
っ
て
解
釈
す
る
。

　
　
　
１
　
各
締
約
国
は
、
対
象
投
資
財
産
に
対
し
、
適
用
さ
れ
る
慣
習
国
際
法
上
の
原
則
に
基
づ
く
待
遇
（
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
並
び
に
十
分
な

保
護
及
び
保
障
を
含
む
。）
を
与
え
る
。

　
　
　
２
　
１
の
規
定
は
、
対
象
投
資
財
産
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
待
遇
の
基
準
と
し
て
、
外
国
人
の
待
遇
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
を
用

い
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
」
及
び
「
十
分
な
保
護
及
び
保
障
」
の
概
念
は
、
当
該
基
準
が
要
求
す
る

待
遇
以
上
の
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
追
加
の
実
質
的
な
権
利
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
。
１
に
規
定
す
る
義

務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
⒜
　「
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
」
に
は
、
世
界
の
主
要
な
法
制
に
具
現
さ
れ
た
正
当
な
手
続
の
原
則
に
従
っ
た
刑
事
上
若
し
く
は
民
事
上
の
訴

訟
手
続
又
は
行
政
上
の
裁
決
手
続
に
お
け
る
裁
判
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
な
い
と
の
義
務
を
含
む
。

　
　
　
⒝
　
十
分
な
保
護
及
び
保
障
」
の
要
件
に
よ
り
、
各
締
約
国
は
、
慣
習
国
際
法
上
求
め
ら
れ
る
程
度
の
警
察
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
る
。

　
　
　
３
　
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
又
は
他
の
国
際
協
定
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
旨
の
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反

が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
４
　
締
約
国
が
投
資
家
の
期
待
に
反
す
る
行
動
を
と
る
又
は
と
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、
結
果
と
し
て
対
象
投
資
財
産
に
対
す
る
損
失

又
は
損
害
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反
を
構
成
し
な
い
。

　
　
　
５
　
締
約
国
が
補
助
金
又
は
贈
与
を
実
施
せ
ず
、
更
新
せ
ず
、
若
し
く
は
維
持
し
な
か
っ
た
又
は
修
正
し
、
若
し
く
は
減
額
し
た
と
い
う
事
実

の
み
で
は
、
結
果
と
し
て
対
象
投
資
財
産
に
対
す
る
損
失
又
は
損
害
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反
を
構
成
し
な

い
。

　
　
　
附
属
書
九
―
Ａ 

慣
習
国
際
法

　
　
　
締
約
国
は
、「
慣
習
国
際
法
」
全
般
及
び
特
に
第
九
・
六
条
（
待
遇
に
関
す
る
最
低
基
準
）
に
規
定
す
る
「
慣
習
国
際
法
」
が
、
各
国
が
法
的

義
務
で
あ
る
と
の
認
識
に
よ
り
従
う
各
国
の
一
般
的
な
か
つ
一
貫
し
た
慣
行
か
ら
生
ず
る
と
の
理
解
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
外
国
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人
の
待
遇
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準
と
は
、
外
国
人
の
投
資
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
慣
習
国
際
法
上
の
原
則
を
い
う
。

　
　
　
訳
文
は
内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
引
用
。
内
閣
府
、http://w

w
w.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun_tpp11/text_yakubun_

tpp11.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
77
）  
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
発
効
に
伴
い
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
破
棄
さ
れ
、
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
78
）  
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
Ａ
第
一
四
・
六
条
　
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
基
準Article 14.6: M

inim
um

 Standard of Treatm
ent

）.

　
　
　
締
約
国
が
投
資
家
の
期
待
に
反
す
る
行
動
を
と
る
又
は
と
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、
結
果
と
し
て
対
象
投
資
財
産
に
対
す
る
損
失
又
は

損
害
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
に
対
す
る
違
反
を
構
成
し
な
い
。
本
規
定
ぶ
り
は
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　U

STR, https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreem
ents/FTA/U

SM
CA/Text/14_Investm

ent.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア

ク
セ
ス
）。

（
79
）  Supra note 60.

（
80
）  O

bligation to N
egotiate Access to the Pacific O

cean （Bolivia v. Chile

）
南
米
の
内
陸
国
ボ
リ
ビ
ア
が
太
平
洋
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
め
ぐ

り
隣
国
チ
リ
に
交
渉
に
応
じ
る
よ
う
求
め
た
訴
訟
で
、
チ
リ
側
に
交
渉
に
応
じ
る
義
務
は
な
い
と
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。O

bligation to  
N
egotiate Access to the Pacific O

cean （Bolivia v. Chile

）, Judgem
ent, 1 O

ctober 2018, G
eneral List N

o. 153 （O
ctober 1

）.

（
81
）  

判
決
の
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。
パ
ラ162. 

“The Court notes that references to legitim
ate expectations m

ay be found in arbitral 
aw

ards concerning disputes betw
een a foreign investor and the host State that apply treaty clauses providing for fair and equi-

table treatm
ent. It does not follow

 from
 such references that there exists in general international law

 a principle that w
ould 

give rise to an obligation on the basis of w
hat could be considered a legitim

ate expectation. Bolivia

’s argum
ent based on legiti-

m
ate expectations thus cannot be sustained.

” Supra note 80.

（
82
）  

な
お
、
わ
が
国
の
協
定
（
例
え
ば
、
日
豪
、
日
ウ
ル
グ
ア
イ
、
日
オ
マ
ー
ン
等
）
を
含
め
て
、
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
待
遇
基
準
を
参
照
し
て

い
る
規
定
の
解
釈
に
影
響
が
出
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
を
、
京
都
大
学
の
濱
本
法
学
部
教
授
は
、
同
教
授
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て

指
摘
し
た
。http://w

w
w.ham

am
oto.law.kyoto-u.ac.jp/new

s2018.htm
l （

二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
83
）  

筆
者
は
公
正
衡
平
待
遇
をCatch-all

を
可
能
と
す
る
条
文
と
し
て
お
く
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
特
段
の
意
見
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
記
し
て
お
く
。Catch-all

と
し
て
の
規
定
を
含
ま
な
い
こ
と
も
、
交
渉
当
事
者
国
の
政
策
判
断
で
あ
る
。

（
84
）  

“The rules on non-discrim
ination —

 M
FN

 and national treatm
ent —

 are designed to secure fair conditions of trade. So too 
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are those on dum
ping （exporting at below

 cost to gain m
arket share

） and subsidies. The issues are com
plex, and the rules try 

to establish w
hat is fair or unfair, and how

 governm
ents can respond, in particular by charging additional im

port duties calcu-
lated to com

pensate for dam
age caused by unfair trade.

” 
　
　
　W

TO, https://w
w
w.w

to.org/english/thew
to_e/w

hatis_e/tif_e/fact2_e.htm

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
85
）  
例
え
ば
、
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（U

N
CITRAL

）
で
はW

orking G
roup III: Investor-State D

ispute Settlem
ent Reform

に
お
い
て
、
改
革
へ
の
協
議
が
二
〇
一
七
年
か
ら
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　U

N
CITRAL, https://uncitral.un.org/en/w

orking_groups/3/investor-state

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
86
）  

日
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
投
資
紛
争
の
手
続
き
条
項
が
先
送
り
事
項
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
側
が
新
し
い
投
資
協
定
の
あ
り
方
を
含
む

常
設
投
資
裁
判
所
を
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
従
来
の
投
資
家
対
国
家
の
紛
争
解
決
の
規
定
を
日
本
側
が
求
め
た
た
め
、
未
だ
合
意
に
至
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
側
が
主
張
す
る
投
資
裁
判
所
に
か
か
る
規
定
は
Ｅ
Ｕ
・
カ
ナ
ダ
包
括
的
経
済
貿
易
協
定
に

み
ら
れ
る
。

（
87
）  

こ
の
点
等
に
つ
い
て
、Benedetti 
（2019

） 

も
投
資
仲
裁
に
か
か
る
批
判
の
部
分
的
な
要
因
は
、
各
仲
裁
廷
が
矛
盾
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
、

ま
た
民
主
的
な
機
構
（dem

ocratic institutions

）
が
民
間
の
利
益
に
資
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
る
明
ら
か
な
損
害
、
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。Juan Pablo Charris Benedetti 

（2019

） 

“The Proposed Investm
ent Court System

: D
oes It Really Solve the Prob-

lem
s

”, 42 Rev. D
erecho del Estado 83

、p. 85.

齊
藤
　
安
希
子
（
さ
い
と
う
　
あ
き
こ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
行
政
大
学
院
（
ケ
ネ
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
行
政
学
修
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
政
治
学
会
、
日
本
政
治
学
会
、
ア
ジ
ア
政
経
学
会

専
攻
領
域
　
　
国
際
経
済
法


